
令和 5年度「人権教育研究指定校事業」事業実施報告書 

委託先（ 愛媛県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 
自他のよさを認め、人権問題を解決する行動力を育てる

教育活動の工夫 

○調査研究のテーマを設定した目的 

本校は、「知・徳・体の調和のとれた心身ともにたくましい喜多の子どもを育てる」と

いう教育目標の下、「今日が楽しく、明日が待ち遠しい学校」を目指している。令和４年

度に開校 150 周年を迎え、思いやりの心を持ち、集団や社会のルールをしっかり守る児

童になってほしいという保護者や地域の願いから、未来の地域社会を担う児童の育成の

ため、学校、家庭、地域がさらに一体となった人権・同和教育の推進に努めなければなら

ないと考える。児童数は年々減少しているものの、本校児童は、同学年の友達をはじめ、

たくさんの人と接する機会があり、明るく意欲的に活動する傾向にある。しかし、最近

は、新型コロナウイルス感染症予防対策により、異学年との交流や地域と連携した体験

活動など、十分に行えていない状況である。児童の人間関係もやや狭くなり、配慮に欠け

た言動によるトラブルやいじめの事案などが起きている。 

そこで、児童の発達段階に応じた実態や人権課題を検証した上で、本校の人権・同和教

育を推進していくため、児童対象の人権意識に関するアンケートを実施した。その結果、

「一人一人違うのは当たり前」「差別はいけない」など、知識的な理解は比較的高い傾向

にあるが、その反面、いじめの解決に向けた行動力や人の役に立ちたいという意欲や態

度には課題があることが分かった。また、自己肯定感も高いとは言えない。これらの実態

を踏まえ、まずは人権尊重の理念を全ての教育活動の基盤とし、系統的な人権学習を充

実させることで、自ら差別に気付くことのできる人権感覚を育てたいと考えた。そして、

互いを認め合いながら他者と協働する中で、自己肯定感を育み、自他を尊重しながら共

に人権問題を解決しようとする行動力を育てたいと考え、本研究テーマを設定した。 

○調査研究の概要 

同和問題をはじめとする様々な人権課題に関わる教職員研修を充実させることによ

り、指導者自身の人権意識を高め、人権・同和教育の視点を明確にした授業改善、指導力

の向上に努める。教科等横断的な学習計画の下、「協力的」「参加的」な授業実践を重ね、

人権が尊重される集団づくり、環境づくりに努めることで、児童の人権感覚や自己肯定

感の育成を図り、自ら実行しようとする行動力を育てる。家庭や地域と連携することで、

学校だけでなく家庭、地域が一体となった人権・同和教育を推進する。 

 



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

大洲市立喜多小学校 

○これまでの研究指定等の状況 

なし 

○学級数 

22 学級（うち特別支援学級：４） 

○児童生徒数（R.5.5.1） 

全児童数：499 名 

○URL 

https://ohzu-kita-e.esnet.ed.jp 

○指定理由 

 本校では、平成 29 年に改訂された「大洲市いじめの防止等のための基本的な方針」

を受けて、人権・同和教育の充実を基盤とした「学校いじめ防止基本方針」を策定し、

命の尊厳に気付き、互いを認め合い、支え合う人間関係づくりに努めている。また、自

分の得意なことを発表できる「喜多っ子集会」をはじめ、児童の主体性を尊重した教育

活動を基盤に、毎年、人権参観日や人権講演会、人権学習会、隣保館学習会を行うな

ど、地域に根差し、児童の発達段階に応じた系統的な人権学習を推進している。 

 大洲市では、小学生を対象とした隣保館学習会や、教職員や高校生を対象とした「人

権学習フィールドワーク」を実施しており、隣保館を身近に感じる地域の中で、市内の

人権の歴史や人権活動に携わった人物の功績から学びを深めている。愛媛県の水平社支

部の設立から 100 年目を迎える今年は、部落差別の解消に向けた機運が高まっており、

大洲市においても教育によって真の解決を目指す思いは熱い。人権学習を通して身に付

けた力を、児童が積極的に家庭や地域に発信し、自分たちの行動によって身の回りの課

題を解決することができる体験を積み重ねることは、あらゆる人の人権を大切にしたふ

るさとの未来を担う人材育成に大きく寄与するものである。 

 11 月には、研究発表会を開催し、県内外から多くの参加者と学校の成果を共有し、

広く啓発することも期待できることから、研究指定校にふさわしいと考える。 

 

  



○取り組んだ人権課題について 

該当するものに○印、最も主要な人権課題１つに◎印を付与  

 

①子供 〇 

②女性  

③高齢者 〇 

④障害者 〇 

⑤同和問題 ◎ 

⑥アイヌの人々  

⑦外国人  

➇-１HIV 感染者等  

➇-２ハンセン病患者等  

⑨刑を終えて出所した人  

⑩犯罪被害者等  

⑪インターネットによる人権侵害 〇 

⑫北朝鮮当局による拉致問題等  

⑬性的指向、性自認  

⑭その他（    ）  

  
 

 

  



3．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

ア  一人一人の教職員が差別の現実から深く学び、問題点や気付きを語り合うようなワ

ークショップ形式の研修等を充実させることで、教職員の人権意識を高め、差別解消に

向けた確固たる姿勢を確立することができるであろう。 

イ 「協力的」「参加的」な授業づくりや人権が尊重される集団づくり、環境づくりに

取り組むことで、児童の人権感覚が磨かれ、自己肯定感の向上や人権問題の解決に向け

た行動力の育成へとつながるであろう。 

ウ 家庭や地域と共に行う学習や情報発信を行い、ＰＴＡ活動や地域の諸団体との連携

を図ることで、学校・家庭・地域のつながりの中で、児童の人権意識の向上が図られる

であろう。 

 県教育委員会では、指導主事による訪問指導等を通じて連携を図り、本校の児童や地

域の実態に応じた研究の方向性や在り方について、助言や援助にあたる。 
 

○実施方法 

ア 教職員の人権意識や指導力を高める現職教育の充実 

(ｱ) 差別の現実に学び、人権感覚を磨くための研修 

 同和問題については、講師を招請し、差別解消に向けての取組や現在の課題から、教

職員としての姿勢、指導の在り方について研修を深めた。職員研修では、輪番制による

人権・同和教育ミニ研修の時間を確保した。社会における人権問題や自己研修で得た

情報などを持ち寄り、全教職員で共有したり、ワークショップ形式で話し合ったりし

て人権感覚を磨く場を持った。また、夏季休業中に隣保館で開催される人権セミナー

や夏季研修会、県教育委員会主催のオンライン研修へも積極的に参加し、各自の学び

をアウトプットする場を設けて、教職員の人権意識の向上に努めた。 

(ｲ) 教科等横断的な学習を進めるための諸計画の見直し及び作成 

「第三次とりまとめ」を基盤にして諸計画の改善を図った。年間指導計画は、人   

権・同和教育の視点で全教科の内容を検討し、効果的な教育活動が展開できるよう   

に、道徳科や特別活動の配列についても見直した。また、系統性に重点を置き、総   合

単元構想図や人権課題別一覧表も作成して、授業に生かしてきた。 

イ 人権問題の解決を目指した人権意識を高める教育活動の工夫 

(ｱ) 総合単元構想を基にした「協力的」「参加的」な授業づくり 

 教科等横断的な視点から総合単元的に人権学習を構想し、児童が自分事として主体

的に考えられるように「協力的」「参加的」な授業づくりに努めた。 

（研究発表会における焦点授業から）※【 】…工夫した点 

〇 第１学年 道徳科「二わのことり」（友情、信頼） 



 相手の痛みや悲しみに気付き、友達を思って行動する姿について考えることを通し

て、思いやりを持って自分にできることをしようとする態度を育てる。 

 【ハート図を活用しての話合い、相手の思いに気付かせる役割演技】 

〇 第３学年 道徳科「島ひきおに」（公正・公平、社会正義） 

 相手の心の痛みや外見、先入観で判断することの誤りに気付かせることを通して、

相手の本質を見つめるとともに、誰に対しても公正、公平に接しようとする態度を育

てる。 

 【偏見や思い込みに気付かせる発問、役割演技の工夫、学級活動との関連】 

〇 第６学年 社会科「町人の文化と新しい学問」 

 命を掛けてまで渋染一揆を起こした理由を考えさせ、人間としての誇りを守るため

百姓と同等の権利を求めて行動した生き方を学ぶことを通して、差別を許さず正しい

ことをしようとする態度を養う。 

 【村人の思いに迫る発問やグループでの話合い、道徳科「山の粥」との関連】 

(ｲ) 自己肯定感を高める生活集団づくり 

〇 集会活動及び児童会活動の工夫 

 昨年度、児童会を中心にいじめのない学校を目指して「喜多っ子なかま宣言」を作成

した。週の始めや全校集会などで唱和したり、この宣言を基にいじめ防止に観点をお

いた学級目標を設定したりして、全校児童が意識できるようにした。また、人権委員や

生活委員など各委員会を中心に、人権的視点の内容を取り入れた集会を計画し、より

よい学校生活や人間関係を築いていくため、積極的に呼び掛けたり考えさせたりした。 

〇 温かい人間関係を育む「ハッピーウィーク」の実施 

 「ハッピーウィーク」と名付けたいじめ０強調週間では、人権委員が温かい言葉遣い

を呼び掛けたり、自他のよさや頑張りをカードに書いたりする活動を行った。また、

日々の生活で心が温かくなった出来事を手紙に書き、校内放送や掲示、ホームページ

を通して広く紹介したことで、周りの人への感謝の思いが高まった。 

〇 モラルスキルを磨く「ココロンタイム」の実施 

 毎月１回、朝学習の時間にモラルスキルトレーニングを位置付けた。発達段階や重

点内容項目に合わせて内容を決め、ペアやグループで話し合う場を設けた。 

〇 他者意識を育む異年齢交流活動の工夫 

 ペア学年での交流活動を定期的に取り入れた。「なかよしＤＡＹ」を設定して、休み

時間に遊んだり、集会で一緒に話し合ったりして、異学年の相手を思いやる気持ちや

みんなで助け合う大切さを実感できる場を持った。 

〇 生活アンケートの実施と教育相談 

 児童対象の学校生活アンケート（毎月）や保護者対象のいじめに関するアンケート

（毎学期）の実施により、いじめの早期発見に努めた。また、全校一斉に教育相談の時

間を設定し、アンケートだけでは見えない悩みや相談に対応した。 



(ｳ) 児童の人権意識を育むための環境づくり 

 学校全体で、人権が尊重される雰囲気をつくっていくため、児童の目に触れる場所

に人権コーナーを設置した。集会後の児童の感想や人権メッセージ、人権ポスターな

ど掲示物の充実を図った。保護者が来校する参観日や個人懇談前には、全校児童のよ

さや頑張りが記されたハッピーツリーを多目的ホールに掲示したことで、多くの保護

者が学校の取組に目を向ける様子が伺えた。 

ウ 家庭及び地域とのより一層の連携 

(ｱ) 人権学習に関わる双方向性のある情報発信 

 ホームページをはじめ、校報、学年通信を通して、人権学習に関わる授業や集会など

の取組を積極的に紹介した。学年参観日や人権参観日については、児童の振り返り用

紙に保護者記述欄を設けたことで、多くの保護者から意見をいただくようになった。

さらに、校報や学年通信に掲載したことで、学校と保護者、保護者同士の学びへと広が

り、今後の教育活動に生かすことができた。 

(ｲ) 家庭・地域を巻き込んだ人権教育の実施 

 学年参観日について、人権的な視点での内容も含まれるように見直し、読み聞かせ

ボランティアや大洲警察署、市の危機管理課などに依頼して地域と共に学びを深める

場を持つようにした。また、人権参観日では、保護者と児童が一緒に考えたり、児童の

声をより近くで聞いたりできるように授業形態を工夫した。 

(ｳ) ＰＴＡや地域の諸団体との連携 

〇 ＰＴＡ専門部（思いやり研修部）による講演会の実施及び人権標語の募集 

 「思いやり研修部」が中心となり、人権参観日に合わせて人権コンサートを実施した

り、保護者対象の人権標語を募集して掲示したりするなど、家庭における人権を尊重

しようとする意識の啓発を図った。 

〇 隣保館や読み聞かせボランティアとの連携 

 ４年生以上の希望者による隣保館学習会では、学力の定着を図るだけでなく、館長

の講話や人権に関するグループワークにより、いじめや差別を許さない心情が高まっ

たと感じられる。また、読み聞かせボランティアのプログラムに人権的視点での内容

を位置付けていただいたことで、定期の読み聞かせや読書集会、学年参観日（２年生）

で、自他を大切に思いやる心情を育むことができた。 

 

  



4．検証・評価・改善・普及 

＜検証・評価・改善＞ 

ア 教職員の人権意識調査や授業評価による指導の在り方の検証 

 11 月の意識調査では、「人権に関する研修に積極的に取り組んでいるか」「自身の

人権意識は依然と比べて高揚したか」との問いに対し、肯定的な回答が 100％であっ

た。人権・同和教育の研修の場を増やしたことやミニ研修や専門部での定期的な話

合い、校外での自己研修による成果と考えられる。一方、「児童の人権意識の育成の

ため、教材研究や指導方法を工夫しているか」との問いについては、肯定的な回答が

96％であったが、自信を持って答えた教職員は 68％であった。授業研究の際、授業

評価シートを使って授業展開や指導方法の在り方について協議を重ねてきたが、更

によい手立てがあったのではないかと考えるからだと推察する。一人一人の教職員

の人権意識や授業改善が、児童の人権意識の向上につながることから、今後も、教職

員で協議する場や教材研究の時間の確保に努めていきたい。 

イ 児童対象の人権意識調査による三つの側面からの変容の検証 

 令和５年５月と９月、令和６年１月に人権意識アンケートを実施した。 

(ｱ) 知識的側面からの比較・検証 

 「全ての人が大切にされないといけないと思うか」との問いに対し、肯定的な回答

は 93％から 97％に増えた。「いじめや差別はどんな理由があってもいけないと思う

か」という問いについても、同様に 94％から 98％に増えた。しかし、全ての児童が

確実に肯定するべき内容である。一人一人の児童を把握し、家庭と連携しながら「誰

もが大切な存在」という人権尊重の思いを高めていく必要がある。 

(ｲ) 価値的・態度的側面から自己肯定感の比較・検証 

 本校の課題である自己肯定感に関わる「自分にはよいところがあるか」という問

いで、肯定的な回答が 86％から 88％へとやや増え、更に自信を持って答える児童も

増えてきた。「友達のよいところを見付けようとしているか」についても、同様の傾

向（94％から 96％）であった。特に、自信を持って答える児童が 75％、78％、80％

と確実に増えている。「協力的」「参加的」な学習に重点を置き、他者と関わる楽しさ

や協働的に学ぶ達成感を味わえるような授業づくり、ハッピーウィークをはじめ、

異学年交流などによる温かい人間関係を育む集団・環境づくりの成果だと推察する。 

(ｳ) 技能的側面からの比較・検証 

「人が困っているとき、進んで助けているか」という問いでは、肯定的な回答 94％

から 95％、「いじめや差別を見たとき、注意したり助けたりできるか」については、

５月と同様 91％であった。また、「みんなのことを考えて役に立つことをしている

か」では、93％から 92％とやや減少していた。児童自身が、自分の行動を冷静に見

るようになったと考えることもできるが、自分に何ができるか考え、他者を思って



具体的にどのような行動に移すかというコミュニケーションスキル不足が懸念され

る。児童の人権感覚は養われつつあると感じるが、行動力を育てるためには、今後

も、全教育活動を通して、児童自らが課題に気付き、話合いによって問題を解決する

活動や自分にできることを模索し、実践に移す経験を積むことが必要である。 

ウ 人権学習に対する保護者の意見や学校評価の結果を検証 

 人権参観日や学年参観日において、児童の学習振り返り用紙に保護者欄を設けた

ことで、ほとんどの家庭から意見をいただいた。授業を参観していなくても「子ども

から話を聞いて家でも話し合った」という家庭もあり、保護者の願いや教育方針を

知ることは、家庭と学校が一体となった教育活動の推進に有効であった。また、７月

と 12 月に実施した学校教育に関する調査の「お子さんは、友達を大切にし、思いや

りのある行動ができているか」との問いでは、肯定的回答が 97.2％から 97.4％と、

わずかな変化ではあるが、学校と家庭が両輪となって、相手の立場や思いを考えて

行動しようとする態度の育成に取り組んでいることが伺える。 

＜普及＞ 

ア 校報や学年通信、ホームページで、学校の取組や児童の学びを今後も発信する。特

に、人権参観日については、保護者や地域の方から今後も感想いただき、双方向の情報

交換を通じた連携の強化を図りたい。 

イ 校内の人権コーナーを定着させ、参観日や懇談の機会を通して児童の学びを保護

者啓発につなげる掲示の工夫に努める。 

ウ ＰＴＡ理事会や児童生徒をまもり育てる会をはじめ、地域との協議会において、

双方向の連携を図る。 

 

  



５．人権教育に係る年間指導計画 

 

  



  



  



  



  



  



６．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む 

 

 

 

○関連資料 

 

 

 

 

 

 

貼付欄 

 

 

 

【施行ツールを使ったまとめ】 

 


